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公 示 

平成２４年７月３１日 
 

１．緊急事態応急対策を

実施すべき区域 

 

 

（１）東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域 

（２）平成２３年４月２２日の原子力災害対策本部長指示によ

り計画的避難区域とされた区域 

※詳細は別紙２を参照 

２．原子力緊急事態の概

要 

緊急事態該当事象発生日時 平成２３年３月１１日 １６時３６分 

発生場所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所 

３．１．の区域内の居住

者等に対し周知させ

るべき事項 

（１）避難指示区域の見直し： 

 

楢葉町における東京電力株式会社福島第一原子力発電所か

ら半径２０キロメートル圏内の避難指示区域（前面海域※を

含む）については、平成２４年８月１０日午前０時をもって、

別紙１のとおり、避難指示解除準備区域に見直されること。 

 

富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町における東京電力株式

会社福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の

避難指示区域の海域については、平成２４年８月１０日午前

０時をもって、別紙１のとおり見直されること。 

 

（２）警戒区域の見直し： 

 

楢葉町における東京電力株式会社福島第一原子力発電所か

ら半径２０キロメートル圏内の警戒区域（前面海域※を含む）

については、平成２４年８月１０日午前０時をもって、解除

されること。 

 

富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町における東京電力株式

会社福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の

警戒区域の海域については、平成２４年８月１０日午前０時

をもって、別紙１のとおり見直されること。 

 

（３）その他の市町村の避難指示区域と警戒区域は従前の区域

が維持されること。 
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※ 楢葉町の前面海域は、楢葉町と富岡町の陸地境界線と海岸線

との交点の緯度（北緯３７度１８分５９秒）から南側の海域

であって、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径

２０キロメートル圏内の海域をいう。 
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＜公示により変更が生じる区域＞                 （別紙１） 
 

1. 楢葉町 

避難指示解除

準備区域 

楢葉町  井出の全ての区域 

大谷のうち、乙次郎を除く区域 

上小塙の全ての区域 

上繁岡の全ての区域 

北田の全ての区域 

下小塙の全ての区域 

下繁岡の全ての区域 

波倉の全ての区域 

前原の全ての区域 

山田岡のうち、大坂を除く区域 

山田浜の全ての区域 

 楢葉町内国有林磐城森林管理署 

６４８林班から６６１林班、７０１林班から７１０林班、 

７３６林班から７４１林班、６６３林班、７５８林班 
 

2. 富岡町 

避難区域 富岡町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 

 

3. 大熊町 

避難区域 大熊町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 

 

4. 双葉町 

避難区域 双葉町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 

 

5. 浪江町 

避難区域 浪江町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 
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＜緊急事態応急対策を実施すべき区域（平成２４年７月３１日現在）＞ （別紙２） 
 

1. 田村市 

避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村市都路町古道 字尾ノ川の全ての区域 

字下ノ久保の全ての区域 

字下ノ原の全ての区域 

字番坊の全ての区域 

字前田の全ての区域 

字上野前の全ての区域 

字場々の全ての区域 

字権七田の全ての区域 

字柳野沢の全ての区域 

字八小屋の全ての区域 

字下野前の全ての区域 

字稲葉下の全ての区域 

字仲ノ前の全ての区域 

字鍛治屋前の全ての区域 

字申酉の全ての区域 

字川向の全ての区域 

字南作の全ての区域 

字荻田の全ての区域 

字反田の全ての区域 

字鳥伏の全ての区域 

字横山８９番地８、８９番地９、８９番地１１、 

９２番地１、９２番地２、９２番地３、 

９２番地４、９３番地１、９３番地３、 

９３番地４、９３番地５、１０１番地１、 

１０１番地２、１０１番地３、 

１０１番地８、１０１番地９、 

１０１番地１０、１０１番地１１、 

１０１番地１２、１０１番地１３、 

１０１番地１４、１０１番地１５、 

１０５番地１、１０５番地２、 

１０５番地３、１１２番地１、 

１１２番地２、１１２番地３、 

１１５番地１、１１５番地２、 

１１６番地１、１１６番地２、 

１１６番地３、１１７番地１、 
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避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１７番地２、１１７番地３、 

１１７番地４、１１７番地５、 

１１７番地６、１１７番地７、 

１１７番地８、１１７番地９、 

１１７番地１０、１１８番地、１１９番地、 

１２４番地、１２５番地、１２９番地１、 

１２９番地２、１２９番地３、 

１２９番地４、１２９番地５、 

１２９番地６、１３０番地、１３２番地、 

１３５番地、１３６番地、１３７番地、 

１３８番地 

字戸屋８４番地、８５番地１、８７番地１、 

８７番地２、８７番地４、８７番地１３、 

８７番地１４、８７番地１５、 

８７番地１６、８８番地１、８８番地３、 

８８番地７、８８番地８、９０番地、 

９１番地１、９１番地２、９１番地７、 

９１番地８、９２番地２、９２番地４、 

９３番地１、９３番地３、９３番地４、 

９３番地５、９５番地１、９５番地３、 

９６番地１、９６番地４、９６番地５、 

９８番地１、９９番地１、１００番地１、 

１００番地３、１０４番地１、 

１０４番地２、１０５番地１、 

１０６番地１、１０８番地１、 

１０８番地２、１１１番地１、 

１１１番地２、１１１番地３、 

１１１番地５、１１２番地、１２７番地１、 

１２７番地２、１２７番地３、 

１２８番地１、１２８番地２、 

１２８番地３、１２９番地、１３５番地、 

１３７番地、１３８番地、１４５番地 

字小滝沢のうち、１２１番地１、１２１番地２、 

１２１番地３、１２１番地４、 

１２１番地７、１２１番地８、 

１２１番地９、１２１番地１０、 

１２１番地１１、１２１番地１３、 
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避難指示解除

準備区域 

 

１２１番地１４、１２１番地１５、 

１２２番地２、１２６番地、 

１２８番地、１３７番地、１３８番地、 

１３９番地、１４０番地、１４１番地１、 

１４１番地２、１４２番地、１４３番地、 

１４４番地、１４６番地２、１４８番地、 

１４９番地、１５３番地、１５６番地 

を除く区域 

田村市内国有林福島森林管理署 

 ２６９林班から２８３林班 
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2. 南相馬市 

避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市小高区 片草の全ての区域 

小高の全ての区域 

大井の全ての区域 

塚原の全ての区域 

仲町の全ての区域 

田町の全ての区域 

関場の全ての区域 

西町の全ての区域 

上町の全ての区域 

東町の全ての区域 

南町の全ての区域 

大町の全ての区域 

本町の全ての区域 

南小高の全ての区域 

福岡の全ての区域 

水谷の全ての区域 

泉沢の全ての区域 

岡田の全ての区域 

村上の全ての区域 

角部内の全ての区域 

蛯沢の全ての区域 

井田川の全ての区域 

浦尻の全ての区域 

下浦の全ての区域 

女場の全ての区域 

耳谷の全ての区域 

行津の全ての区域 

上浦の全ての区域 

神山の字池ノ沢、字馬場前、字馬場下、字堂平、 

字神山下、字竹ノ町、字土橋、字長畑、 

字薮倉、字大豆谷、字砂子町及び 

字藤右エ門屋敷の区域 

上根沢の全ての区域 

小屋木の全ての区域 

吉名の全ての区域 

藤木の全ての区域 
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避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯崎の全ての区域 

大田和の字下川原、字川原、字西田、字前田、 

字浜井場、字広畑、字舘越、字上新田及び 

字下新田の区域 

金谷の字北原、字作廹、字若林、字天梅、字東及び 

字沼尻の区域 

北鳩原の全ての区域 

南鳩原の全ての区域 

小谷の全ての区域 

大富のうち、字蛇バミを除く区域 

羽倉の全ての区域 

南相馬市原町区 雫の字袖原の区域 

小浜のうち、字間形沢を除く区域 

下江井の全ての区域 

小沢の全ての区域 

堤谷の全ての区域 

江井の全ての区域 

米々沢の全ての区域 

大甕の字田堤、字森合、字森合東及び 

字観音前の区域 

高の字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、 

字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、 

字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、 

字大久保前、字花木内及び字高林の区域 

小木廹の全ての区域 

鶴谷の全ての区域 

大原の字和田城の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２００４林班、２００５林班、２００７林班から２０１７林班、 

２０２９林班、２０４８林班、２０５５林班、２０９５林班、 

２１３０林班 

居住制限区域 

 

 

 

 

 

南相馬市小高区 神山の字鯖沢、字蛇クキ及び字松ヶ沢の区域 

大田和の字白根、字中ノ内、字南川原及び 

字中里の区域 

川房の全ての区域 

金谷の字西田、字柳廹、字神田、字南釘野、 

字北釘野、字下釘野、字西、字南、字北、 
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居住制限区域 字上、字鼠内、字向田、字東川原及び 

字西内の区域 

大富の字蛇バミの区域 

南相馬市原町区 片倉の字行津の区域 

馬場の字五台山、字横川及び字薬師岳の区域 

高倉の字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び 

字枯木森の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２００６林班、２０１８林班から２０２８林班、 

２０３０林班から２０４７林班、２０４９林班から２０５４林班、 

２０５６林班から２０６３林班、２０６５林班、 

２０７６林班から２０７８林班、 

２０８８林班の一部、２０８９林班、２０９０林班、 

２０９６林班から２１０２林班 

帰還困難区域 南相馬市小高区 金谷の字小畑、字ドウケ、字出戸間船及び 

字野中の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２０６４林班、２０６６林班から２０７５林班、 

２０７９林班から２０８７林班、２０９１林班から２０９４林班、 

２１０４林班から２１０９林班 
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3. 川俣町 

計画的避難区

域 

川俣町山木屋並びに町内国有林福島森林管理署１６１林班から 

１６５林班及び１６７林班 
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4. 楢葉町 

避難指示解除

準備区域 

楢葉町 井出の全ての区域 

大谷のうち、乙次郎を除く区域 

上小塙の全ての区域 

上繁岡の全ての区域 

北田の全ての区域 

下小塙の全ての区域 

下繁岡の全ての区域 

波倉の全ての区域 

前原の全ての区域 

山田岡のうち、大坂を除く区域 

山田浜の全ての区域 

楢葉町内国有林磐城森林管理署 

６４８林班から６６１林班、７０１林班から７１０林班、 

７３６林班から７４１林班、６６３林班、７５８林班 
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5. 富岡町 

避難区域 富岡町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 
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6. 川内村 

避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川内村大字上川内 字切払５０１番地１、５０１番地３ 

字大四郎５０６番地３、５０６番地４、 

５１９番地 

字楢生のうち、５０１番地５から５０１番地７、 

５０２番地１、５０２番地２、 

５０３番地５７から５０３番地５９ 

を除く区域 

字金子塚の全ての区域 

字大鷹鳥谷の全ての区域 

字小鷹鳥谷の全ての区域 

字高山５０１番地 

字炭焼場１０番地１、５０２番地、５０３番地１、  

５０４番地、５１４番地１、 

５１４番地７、５１４番地８、 

５１４番地１２から５１４番地１７、 

５１５番地１から５１５番地５、 

５１６番地１、５１６番地６ 

字弓目幾のうち、５０１番地５、５０１番地８、 

５０１番地９、５０２番地、５０５番地、

５０６番地、５０７番地、５０８番地 

を除く区域 

川内村大字下川内 字田ノ入のうち、９番地、１５番地、１６番地、 

１９番地１から１９番地６、 

２０番地１、２０番地８、 

２１番地１から２１番地３、 

２２番地１、 

２２番地３から２２番地５、２３番地、

２４番地、２７番地１、 

２７番地４から２７番地６、 

２８番地３、 

３０番地１から３０番地３ 

を除く区域 

字鍋倉の全ての区域 

字道ノ下５２２番地１ 

字糠塚の全ての区域 

字南の全ての区域 
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避難指示解除

準備区域 

字吉ノ田和の全ての区域 

字毛戸の全ての区域 

字五枚沢の全ての区域 

字上滝の全ての区域 

字館山５０１番地１、５１４番地から５２８番地、 

５３０番地 

字篠平の全ての区域 

字坂シ内１３３番地５、１４１番地７、 

１５２番地１から１５２番地３、 

１５３番地１から１５３番地５、 

１５５番地２、 

１５６番地２から１５６番地４、 

１５６番地６、１５７番地４、 

１５７番地８、 

１５８番地２から１５８番地４、 

１５９番地２、１５９番地４、 

１５９番地６から１５９番地１６、 

１６０番地９、 

１６１番地１から１６１番地３、 

１６２番地２、１６２番地３、 

１６７番地３、１６７番地９、 

１６７番地１９、１７６番地３、 

１７６番地５、１７６番地１４、 

２３６番地１、２３６番地２、 

５１１番地から５１３番地、 

５４７番地、５４８番地 

字山梨作の全ての区域 

字ドブ５０１番地、５０３番地１ 

字下仁井倉の全ての区域 

字宮坂５０１番地、 

５０１番地１５から５０１番地１９、 

５０１番地２２から５０１番地２６、 

５０２番地から５０６番地 

字原７３番地１４、７３番地１５、７３番地２９、 

７３番地３０、１０６番地９、 

１０６番地２３から１０６番地２７、 

１０６番地３４、１０６番地３５、 
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１０６番地３７、 

１０６番地３９から１０６番地４２、 

１０６番地４６、 

５０４番地１から５０４番地６、 

５０５番地から５１０番地 

字横根５０１番地 

字平沢１７番地、１８番地４、 

１８番地６から１８番地８、 

４５番地２４、 

７０番地１７から７０番地２０、 

７０番地２２から７０番地２９、 

７０番地３２から７０番地３７、 

７０番地４４から７０番地５６、 

７０番地５８から７０番地６２、 

７０番地６４、７０番地６７、 

７０番地７１から７０番地７６、 

７０番地７８、８６番地２，８６番地８、 

８７番地４、８８番地２、９８番地１、 

９８番地２、９８番地４、９８番地５、 

５０１番地１から５０１番地６、 

５０３番地から５０５番地、５０７番地、 

５０８番地１、５０８番地２、 

５１１番地１から５１１番地４、 

５１２番地から５１５番地 

字北川原１０３番地３４から１０３番地５０、 

１７９番地３、５２４番地１、 

５２４番地２、５２４番地４、 

５３０番地から５３６番地、 

５３７番地１、５３７番地２、 

５３７番地４、 

５３８番地から５４３番地 

字小田代５２７番地、５２８番地、 

５４９番地、 

５５０番地１から５５０番地５、 

５５１番地、 

川内村内国有林磐城森林管理署 

６０１林班から６０３林班、６０４林班の一部、６２７林班、 
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６２８林班、６３０林班、６３１林班、６３４林班、６３７林班、 

６３８林班の一部 

居住制限区域 

 

 

川内村大字下川内 字貝ノ坂の全ての区域 

字荻の全ての区域 

川内村内国有林磐城森林管理署 

６３２林班、６３３林班、６３５林班、６３６林班 
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7. 大熊町 

避難区域 大熊町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 
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8. 双葉町 

避難区域 双葉町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 
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9. 浪江町 

避難区域 浪江町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域であって、東経１４１度５分２０秒から西側の区

域 
警戒区域 

計画的避難区

域 

浪江町のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内を除く区域 
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10. 葛尾村 

避難区域 葛尾村のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から 

半径２０キロメートル圏内の区域 警戒区域 

計画的避難区

域 

葛尾村のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から 

半径２０キロメートル圏内を除く区域 
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11. 飯舘村 

避難指示解除

準備区域 

（八木沢・芦原行政区、大倉行政区、佐須行政区及び二枚橋・須萱行政

区の全ての区域） 

飯舘村八木沢の全ての区域 

芦原の全ての区域 

大倉の全ての区域 

佐須の全ての区域 

二枚橋の全ての区域 

須萱の全ての区域 

飯舘村内国有林磐城森林管理署 

２２０８林班から２２３４林班、２３４２林班から２３４４林班、 

２３６０林班から２３６５林班 

居住制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（草野行政区、深谷行政区、伊丹沢行政区、関沢行政区、小宮行政区、

宮内行政区、飯樋町行政区、前田･八和木行政区、大久保･外内行政区、

上飯樋行政区、比曽行政区、蕨平行政区、関根･松塚行政区、臼石行

政区及び前田行政区の全ての区域） 

飯舘村草野の全ての区域 

深谷の全ての区域 

伊丹沢の全ての区域 

関沢の全ての区域 

小宮の全ての区域 

沼平の全ての区域 

飯樋の全ての区域 

比曽の全ての区域 

蕨平の全ての区域 

関根の全ての区域 

松塚の全ての区域 

臼石の全ての区域 

前田の全ての区域 

飯舘村内国有林磐城森林管理署 

２３０１林班から２３０３林班、２３０６林班から２３０９林班、 

２３１３林班から２３４１林班、２３４５林班から２３５９林班 

帰還困難区域 （長泥行政区の全ての区域） 

飯舘村長泥の全ての区域 

飯舘村内国有林磐城森林管理署 

２３０４林班、２３０５林班、２３１０林班から２３１２林班 

 


